
議案第８ ９そ

財産の譲与について（野原泉会所）

次の とお り財産を常年 したいので、 巡方 自治法（昭和 ２２ 年法律第 ６７ 号）

第９ ６粂第１ 項第 ６号の規定に より 、徴会の議決を求める。

令和 ６年 １　１Ｒ　２　１　日提芭

記

南あわじ市長　守　本　を　私

１

２

３

財産の名称　ｙ筍、覧会所

財産の所在　南あわじ市八木Ｗ原１ ４７ 番嵬

財産の種類八び数な

建物

（１ ）本体施鼈　　 ア　 構　 造　鉄筋コン クリ ートを２ 階ｔ

イ　 床面積　 ２５ ８． ６ｊ

４　 譲与 の相 手方

所在　南あわじ市八木野原１ ０６ 番地４

侑称　野原自治会

゛　　　　　　　ｊ　　 ・・’

５　 譲与 の理壑

万万自治会の地域集会施設として利鴇するため

６　 譲与 の時期　 令和 ７年 ４１ １日



 



位置図・現況写真（野原集会所）

野原集会所



 


